
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

保護者会資料 

校長 鵜 川  雅 行 
 

新しい１年が始まりました。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。 
保護者会では、以下のことについてお話しさせていただきます。 
 
１ 本年度の学校の方針について（別紙） 

２ 本年度から新しく取り組むことについて 
３ 保護者の皆さんにご協力いただきたいことについて 

 

２ 新しい取り組み                    
(1) 高学年の教科担任制 

 ① 経緯（なぜ取り組むことになったか？）  

本年度より、東京都教育委員会の施策である「教科担任制」に取り組むことになりました。昭島市 

では、昨年から昭島市立拝島第三小学校で取り組みが始まりました。今後１２学級以上の学校で、取 

り入れる方針となっていて、本年度本校で取り組むことになりました。 

② 具体的な取組 

  中学校のように、教科ごと担当する教員が指導します。 

 国語・社会・理科    … 担任が分担して指導します 

 算数          … 少人数指導の教員も入り習熟度別で指導します 

 音楽・図工・家庭・体育 … 専科教員が指導します 

 道徳・学活・総合    … 今まで通り、担任が指導します 

 ③ メリット・デメリット（現時点で考えられること） 

  ＜メリット＞ 

・教員は、教える教科が減るため、より効果的な指導に取り組める 

・子供たちは、いろいろな先生とかかわれるので、相談しやすくなる 

・学年全体で、子供たちの成長に関わることができる 

・中学校へ行ったとき、指導体制の変化に戸惑わなくなる 

  ＜デメリット＞ 

   ・今までのように、長い時間児童とかかわることができない 

   ・毎時間先生が入れ替わるので、慣れるまで落ち着かない 

 

(2) 学校運営協議会(ｺﾐｭﾆﾃｨｰｽｸｰﾙ) 

  これまで、昭島市では「学校評議員」制度を行い、学校の教育活動について広く理解をいただいてい 

ました。数年前から、市内の学校で「学校運営協議会（コミュニティースクール）」制度に変更し、本 

年度より、昭島市小学校１３校で取り組むことになりました。このねらいは以下の通りです。（詳しく 

は、以下に示したHPをご確認ください） 

 
 学校運営協議会制度は、学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能となる 

「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組みです。学校運営に地域の声を積極的に 

生かし、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めていくことができます。 

＜参考＞文部科学省 コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）HP 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/index.htm 
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３ 保護者の皆さんにご協力いただきたいこと 

【学校固定電話と携帯電話の使い分け】 

 学校の電話は、①着信用の固定電話と、②学校からの連絡用の携帯電話があります。 

 携帯電話の利用により、電話料金の固定化を図るためです。ご協力をお願いします。 

 ①固定電話（保護者の皆様は、こちらにおかけください。）042-541-1044 

  ※着信用の固定電話の連絡時間は、朝 7：30～ 夜 18：00 です。 

 ②携帯電話（学校から保護者の皆様にかけるときに使います。） 

  070-5014-7187 携帯① 

070-5014-9008 携帯②  ※皆さんのスマートフォンの連絡先に登録をお願いします。 

070-5014-7489 携帯③  ※保健室からの着信の場合、体調不良やけがの場合があります。 

080-3021-9547 保健室  ★携帯電話に連絡をなさらず、固定電話にお願いします。 

  

【欠席連絡】 

欠席連絡は、グーグルフォームスを利用します。（朝の電話は混雑してかかりにくいため） 

 学校連絡メールでお送りした URL を保存しておいてください。 

欠席する場合は、8:10 までに、グーグルフォームに入力・送信をお願いします。 

※ 8:10 に遅れても、連絡は届きますので、遅刻などの場合もお知らせください。 

※ グーグルフォームがご利用できない場合は、電話での連絡でも構いません。  

 その場合、上記の通り学校固定電話 042-541-1044 にご連絡ください。 

 

【忘れ物】 

 （１）朝、忘れ物をしても自宅に戻らないことにします。理由は、以下の通りです。 

① 前の日にしっかり準備をする力をつけるため 

② 慌てて戻って、交通事故にあわないようにするため 

（２）放課後、学校での忘れ物を取りに来ないことにします。この理由は、以下の通りです。 

① 帰りの会で、宿題や明日の持ち物を確認し、計画的に行動する力を高めるため 

② 夜遅く、子供だけで忘れ物を取りにくる子が増えているため（本来は、保護者同伴） 

③ 土日も含め、先生や管理員さんに声をかけず勝手に学校に入ることが見られるため 

※ どうしても取りに来る必要がある場合は、必ず事前に学校に連絡をして、保護者の方と一緒 

に取りに来るようにしてください。 

 

【登校時の身だしなみ】 

  昨年度、１学期に不審者に付きまとわれる事案が発生しました。その際、警察から狙わ  

れる児童は身だしなみに関係あるので、しっかり指導をしてくださいとのお話をいただき 

ました。また、中学校からも、以前から中学校での身だしなみの指導について連携をする 

ことを依頼されていますので、児童の安全と、将来の可能性を狭めないためにも、以下のことをご協 

力ください。 

（１）髪を染めることはしません（低年齢ではアレルギー反応が起こるともいわれています） 

（２）ピアスをしません（自身の安全、友達の安全のため、高校進学にもかかわるそうです） 

（３）露出の多い服装をしません（防犯上の観点から、目立つ服装や装飾には気を付けましょう） 

 

【SNS の利用と写真撮影について】 

  本年度、学校公開を、土曜学校公開を３回、授業参観・公開授業を３回。学校行事として、入学 

式、運動会、展覧会、卒業式等を計画しています。現在、肖像権の問題が大変厳しくなっていま 

す。入学式、運動会、卒業式でのVTR撮影、写真撮影は許可しますが、それ以外の学 

校での撮影は禁止とさせていただきます。また、運動会で撮影した画像、映像を 

SNS等のソーシャルメディアに掲載することは、絶対に行わないようお願いします。 

また、画像、映像の管理も適切に行っていただきますよう、ご協力をお願いします。 


